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議案第６３号 

小田原市個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例 

［改正理由］ 

   各種医療費の助成に係る事務処理において利用することができる市長が保有する

特定個人情報の種類を追加するため改正する。 

［内  容］ 

 １ 特定個人情報の種類の追加 

次に掲げる事務を処理するために必要な限度において利用することができる特

定個人情報に、国民健康保険法による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収

に関する情報であって市長が保有するものを追加することとする。（別表第２関

係） 

   (1) 小田原市小児医療費助成条例による医療費の助成に関する事務 

   (2) 小田原市ひとり親家庭等医療費助成条例による医療費の助成に関する事務 

   (3) 小田原市重度障害者医療費助成条例による医療費の助成に関する事務 

  ２ その他 

    規定を整備することとする。 

［適  用］ 

公布の日 
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議案第６４号 

小田原市市税条例の一部を改正する条例 

［改正理由］ 

地方税法が一部改正され、一定の要件を満たす特定バイオマス発電設備に係る固

定資産税の課税標準の特例割合を条例で定めることとされたことに伴い、当該割合

を定めるため改正する。 

［内  容］ 

令和６年４月１日から令和８年３月３１日までの間に新たに取得された特定バイ

オマス発電設備（バイオマスのうち木竹に由来するもの又は農産物の収穫に伴って

生ずるバイオマスを電気に変換するものに限る。）であって、その出力が１万キロ

ワット以上２万キロワット未満のものに係る固定資産税の課税標準の特例措置につ

いて、課税標準となるべき価格に乗ずる割合は、１４分の１１とすることとする。

（附則第５項関係） 

［適  用］ 

公布の日 
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議案第６５号 

地方税法第３１４条の７第１項第４号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人

等を定める条例の一部を改正する条例 

 ［改正理由］ 

   個人市民税の寄附金税額控除の対象となる寄附金を受け入れる法人として定める

特定非営利活動法人小田原なぎさ会について、寄附金税額控除の対象期間を更新す

るため改正する。 

 ［内  容］ 

   特定非営利活動法人小田原なぎさ会に対する寄附金税額控除の対象期間を次のよ

うに更新することとする。（別表関係） 

更  新  後 更  新  前 

令和６年１０月１日から令和１１年９月

３０日まで 

令和元年１０月１日から令和６年９月 

３０日まで 

［適  用］ 

      令和 ６ 年１０月 １ 日 
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議案第６６号 

小田原市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

 ［改正理由］ 

   国民健康保険法の一部改正に伴う所要の整備を行うため改正する。 

 ［内  容］ 

  １ 被保険者証の交付に関する事務等の廃止に伴う規定の整備（第１９条の６、第

２５条及び第２９条関係） 

    国民健康保険法が一部改正され、被保険者証の交付に関する事務等が廃止され

ることに伴い、これに応じた規定の整備を行うこととする。 

  ２ その他 

    国民健康保険法の条項に移動が生ずることに伴い、当該移動が生ずる条項を引

用する規定を整備することとする。 

 ［適  用］ 

      令和 ６ 年１２月 ２ 日 
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議案第６７号 

小田原市立病院の診療報酬等に関する条例の一部を改正する条例 

 ［改正理由］ 

   患者の希望による長期収載品の処方等又は調剤に係る選定療養費を定めるため改

正する。 

 ［内  容］ 

  １ 長期収載品選定療養費の設定（別表第１関係） 

患者の希望による長期収載品（後発医薬品のある新医薬品等をいう。以下同 

じ。）の処方等又は調剤に係る選定療養費を次のように定めることとする。 

単位 金     額 

１回 

長期収載品の薬価と後発医薬品の薬価との価格差に４分の１を乗じ

て得た価格を用いて診療報酬の算定方法の例により算定した点数に

１０円を乗じて得た額に、消費税率等に１を加えた率を乗じて得た

額 

  ２ その他 

    規定を整備することとする。 

 ［適  用］ 

  １ 長期収載品選定療養費の設定 

令和 ６ 年１０月 １ 日 

  ２ 上記以外 

    公布の日 
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議案第６８号 

工事請負契約の締結について 

 

事 業 概 要 
 

事 業 名 橘地域認定こども園整備事業（第Ⅱ期） 

事 業 箇 所 小田原市小船１７４番地の１ 

施 設 概 要 

新

築 

用 途：幼保連携型認定こども園 

構造／階数：木造／地上２階建て 

建 築 面 積：７４７．４２㎡ 

延 べ 面 積：９９７．７０㎡ 

施 設 定 員：９２人 

開 設 時 期：令和８年４月 

諸 室 関 係：保育室、遊戯室、一時預かり保育室、相談室等 

駐車場台数：敷地内４台（送迎用駐車場は敷地外に確保） 

駐輪場台数：２０台 

環 境 配 慮：太陽光発電、省エネ機器の採用、外壁・屋根・   

開口部の高断熱化 等 

解

体 

用   途：幼稚園 

構造／階数：鉄筋コンクリート造・鉄骨造／地上２階建て 

延 べ 面 積：１，００５．００㎡ 

完 了 時 期：令和７年２月末を予定 

【敷地】 

敷地面積：２，１４８．８６㎡ 

用途地域：第一種住居地域 

防火地域：準防火地域 

事 業 概 要 

認定こども園の新築 

下中幼稚園園舎等の解体 

実施設計業務、工事監理業務 
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１ 位置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 配置図・１階平面図 
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３ ２階平面図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 立面図 
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見  積  調  書 

 

件  名 ： 橘地域認定こども園整備事業（第Ⅱ期） 

開札日時 ： 令和６年８月１９日 午前９時００分 

 

見 積 者 名 第１回見積 第２回見積 摘 要 

環境デザイン・瀬戸建設・加藤建設・

釼持技建共同事業体 
874,690,000  落 札 

 

 

契約金額（税込み）９６２，１５９，０００円 

予定価格（税込み）９６２，１５９，０００円 

予定価格（税抜き）８７４，６９０，０００円 

   

見積書記載金額の１０％に相当する額を加算した金額が契約金額である。 
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議案第６９号 

工事請負契約の変更について 

 

工 事 概 要 
 

工 事 名 旧小田原市民会館解体撤去工事 

工 事 箇 所 小田原市本町一丁目５番１２号 

工 事 概 要 

（変更分） 

コンクリートがら等の処分量確定に伴う費用変更及び本館棟地下

残置物の分別作業による工期延長 
 
 

 

 

 

 

 

配置図 

ホール棟 

 

本館棟 

 

元小田原警察署本町交番 

 

受水槽 

 

国道１号 
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議案第７０号 

工事請負契約の変更について 

 

事 業 概 要 
 

事 業 名 小田原市学校給食センター整備事業（第Ⅱ期） 

事 業 箇 所 小田原市成田１１１１番地２ 

事 業 概 要 
（変更分） 

調理備品購入の追加 

  

調理備品一覧 

品   名 数   量 

シンク付移動ピーラー ２台 

シンク付移動フードスライサー ２台 

シンク付移動サイノ目切機 １台 

殺菌庫（包丁まな板、プレート） ６台 

電動缶切機 ２台 

移動式高速度ミキサー １台 

移動式受槽 １台 

保管機用カート ４５台 

移動台、作業台 ２０台 

Ｌ型運搬車 １台 

カート ９台 

ラック ４台 

ホテルパン １式 

配送用コンテナ ４０台 

カゴ １，５８０個 

クリーンロッカー １２台 

検食用冷凍庫 １台 

冷蔵庫 １台 

ＩＨ調理器 ３台 
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議案第７１号 

財産の取得について 

 

１ 品 名  学校給食センター 食器・調理器具 

２ 内 容 

品   名 数   量 

食器（飯椀・汁椀） ８，０００個 

食器（中深皿） ４，０００枚 

食器（大深皿） ４，０００枚 

トレイ ４，０００枚 

はし ４，０００膳 

給食用デザートスプーン ４，０００本 

給食用デザートフォーク ４，０００本 

真空断熱フードジャー（アレルギー用） １００個 

配食容器（アレルギー用） １００個 

敷あみ １５０枚 

ケーキトング ３００本 

レードル柄お玉① ３００本 

レードル柄お玉② ３００本 

マジックしゃもじ ３００本 

シャトルコンテナ角型① ３００個 

シャトルコンテナ角型② ３００個 

防湿・防塵型時計 ３３台 

フライパン ４枚 

外輪鍋 ４枚 

丸型ざる ８個 

ざる（大） １６個 

食材用コンテナ １９２個 

手付揚ざる ８個 

２色コンテナ ８０個 

番重バット ３枚 

手付番重バット １６枚 

番重バット蓋 １６枚 
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パン箱（蓋付） １６個 

丸型一重食缶① ３２個 

丸型一重食缶② １６個 

防水秤① ６台 

防水秤② ３台 

防水秤③ ２台 

デジタル秤 ３台 

デジタル台秤 １台 

戸棚 １台 

オーブンレンジ ３台 
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入  札  調  書 

 

件  名 ： 学校給食センター 食器・調理器具 

開札日時 ： 令和６年８月２日 午後１時１０分   

 

入 札 者 名 第１回入札 第２回入札 摘  要 

株 式 会 社 マ ル ユ 57,200,000  落  札 

株 式 会 社 梅 津 73,031,150   

小 田 原 冷 機 工 業 株 式 会 社 86,000,000   

ア ル プ ス 設 備 株 式 会 社 －  辞  退 

株 式 会 社 丸 江 －  不  着 

平 沢 商 事 株 式 会 社 －  不  着 

ユ タ カ 産 業 株 式 会 社 －  不  着 

 

 

契約金額（税込み）62,920,000 円 

予定価格（税込み）77,062,957 円 

予定価格（税抜き）70,057,234 円 

入札書記載金額の１０％に相当する額を加算した金額が契約金額である。  


